
横浜市情報公開・個人情報保護審査会第四部会 第46回会議議事録 

日 時 令和７年９月４日（木） 午後３時～午後４時 

開催場所 市庁舎18階さくら14会議室 

出 席 者 

委  員 
板垣部会長、※飯島委員、※山本（窓）委員（※はWEB会議システム

による出席） 

事 務 局 
市民局市民情報室 

平賀課長、瀬川係長ほか関係職員２名 

欠 席 者 なし 

開催形態 議事１及び２は公開（傍聴者なし）。議事３から５までは非公開。 

議 題 

１ 部会の設置及び部会構成員の指名 

２ 横浜市情報公開・個人情報保護審査会運営要領の改正について 

３ 前回会議議事録の承認 

４ 情報公開制度運用状況等の報告 

５ 行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議 

議事及び 

決定事項 

開会に当たり、部会長が、WEB会議システムによる開催及び議事３から５ま

での非公開を確認した。 

１ 部会の設置及び部会構成員の指名 

(事務局)    部会の設置及び部会構成員の指名について説明（資料に基

づき説明） 

(板垣部会長)  会長が指名するということは、松村会長が指名するのか。 

(事務局)    そのとおりである。 

(板垣部会長)  事務局から説明があったが、意見はあるか。 

(委員)     意見なし。 

(板垣部会長)  それでは、第四部会においては、第六部会の設置及び構成

員の指名について案のとおり、承認する。 

本件は、審査会規則第４条第３項に基づき委員の過半数を

もって決するため、他の各部会において承認され次第、確定

する。 

２ 横浜市情報公開・個人情報保護審査会運営要領の改正について 

(事務局)    横浜市情報公開・個人情報保護審査会運営要領の改正につ

いて説明（資料に基づき説明） 

(板垣部会長)  本日も受付を行っていたが、あれがなくなるということ

か。 

(事務局)    そのとおりである。 

(板垣部会長)  インターネット等で受け付けるのか。 

(事務局)    電子メール、電話等で受け付ける。 



(板垣部会長)  １点目はいいと思う。２点目は先例変更をするときは制度

運用調査部会に諮るということだが、制度運用調査部会で審

議し、答申を出した後に部会に戻して結論を出すということ

か。 

(事務局)    手続については今後整理する。 

(板垣部会長)  特に異論もないため、横浜市情報公開・個人情報保護審査

会運営要領の改正については案のとおり、承認する。 
本件も他の各部会において承認され次第、確定する。 

【以下非公開】 

３ 前回会議議事録の承認 

４ 情報公開制度運用状況等の報告 

(1) 事務局から運用状況及び諮問第4514号の諮問について報告した。 

(2) 事務局から令和７年度み地第144号ほか７件に係る権利の濫用による請

求拒否処分について報告した。 

(3) 事務局から令和７年度教学第1071号ほか２件に係る存否応答拒否処分

について報告した。 

(4) 事務局から第一部会で決定した諮問第4313号、第二部会で決定した諮

問第4343号、第三部会で決定した諮問第4312号、第4315号及び第4322号

並びに第五部会で決定した諮問第4355号の答申について報告した。 

５ 行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議 

(1) 諮問第4358号（人事情報の訂正請求）について 

答申たたき台を検討の上、引き続き、答申案を検討し、決定した。 

(2) 諮問第4363号（町内会・自治会に加入している外国人の人数及び世帯

数がわかる行政）について 

答申たたき台を検討の上、引き続き、答申案を検討し、決定した。 

(3) 諮問第4364号（中央図書館・戸塚図書館 利用統計年報）について 

ア 事務局から事案の概要説明を行った。 

イ 答申の方向性を検討することとした。 

ウ 次回、答申たたき台を検討することとした。 

(4) 諮問第4369号（「横浜市立中学校給食衛生管理補助等業務委託」に係

る文書）について 

ア 事務局から事案の概要説明を行った。 

イ 答申の方向性を検討することとした。 

ウ 審査請求人の意見陳述は、実施しないこととした。 

エ 次回、答申たたき台を検討することとした。 

資料及び 

特記事項 

１ 資料 

(1) 第六部会の設置及び部会構成員の指名について 

(2) 横浜市情報公開・個人情報保護審査会運営要領の改正について 

２ 特記事項 

次回予定：令和７年10月２日（木） 市庁舎18階さくら14会議室 



本議事録は、会議に出席した委員の承認を得て確定した。  

 


